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１ はじめに

ベアトリス、シドニーのウェッブ夫妻(Beatrice and Sidney Webb−以下、ウェッブ)は、19世紀

末葉から20世紀中葉にかけて活躍したイギリスの社会思想家としてよく知られている。本稿

は、彼らのナショナル・ミニマム論に包含された医療制度改革構想を分析し、それが「医療市

場(medical marketplace)」を導出する論理構造を明らかにする1)。

ウェッブのナショナル・ミニマム論の本質を明らかにした研究によると、そもそもウェッブ

は、産業、経済社会の「効率的」発展という至上「目的」を達成するための「手段」として、

ナショナル・ミニマムを位置付けた。そして、「予防」の「強制」によって個人が義務として道

徳的陶冶を図ることをナショナル・ミニマム保障の絶対条件とし、それを通じてナショナル・

ミニマムを漸次縮小することを求めた。また、「強制」に従わない者に対しては、「懲罰」の適

用すら辞さなかった。そのような彼らのナショナル・ミニマム論からは、個人の権利の尊重や

権利に基づくナショナル・ミニマムの整備という発想が導出される余地はなかった2)。

そして、ウェッブは、そのナショナル・ミニマム論に包含される「公衆衛生に関するナショ

ナル・ミニマム」の発展から導かれるものとして新たな医療制度改革構想を提起し、その中に

適切な予防措置と公立病院等による治療を内包させた3)。まず、ここで看過してはならないの

は、本稿で分析対象とする彼らの医療制度改革構想があくまで上述のナショナル・ミニマム論

の一端に位置付けられたことである。

一方で、イギリス国民保健サービス(National Health Service−以下、NHS)の成立過程に関す

る研究は、right to healthの枠組みの下で「権利としての医療」思想に基づいた抜本的な医療制度

改革を目指す革新的医師ならびに労働者が、そのようなウェッブの思想を止揚したことを明ら

かにしてきた。彼ら革新的主体の医療制度改革構想は、「医療市場」に対する規制の強化をその

具体的な内容としながら展開してきた。

ここで「医療市場」に関して概説しておくと、そもそも1948年NHS成立以前のイギリス医療

は、基本的には、1911年成立の給付対象や内容の限定的な社会保険である｢国民健康保険
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(National Health Insurance)｣制度と、その下で大別するならば、営利的性格を強める篤志病院

(Voluntary Hospital)とそこで働く顧問医(Consultant)・専門医(Specialist)、一般医(General

Practitioner)診療、それを補完するいわゆる「新救貧法」・公立病院から成る医療提供体制によっ

て構成されていた。そこには、支払い能力によって規定されたサービス分布・享受に関する格

差構造が厳然と存在し、まさに貨幣とサービスの交換関係に規定される「医療市場」と呼ぶの

が相応しい状況であった4)。アン・ハーディー(Anne Hardy)は、「国民健康保険」制度以前のイ

ギリス医療の状況を「医療市場」と評した5)。チャールズ・ウェブスター(Charles Webster)は、

NHS成立前の医療状況をそこからの「漸進的な衰退」を内に含む「市場関係メカニズム」と評し

た6)。本稿は、ウェブスターの評価を踏襲した上で、語句としてはハーディーのそれを使用し、

上述のようなNHS成立以前の医療状況の全体を「医療市場」と規定する。

そして、NHSの成立過程において「医療市場」の存続・拡大を図った医師の政治的指導層や保

守党などの議論から、そのような「医療市場」の特徴をカテゴリー別に挙げるとするならば、

まず財源と対象としては、私費診療のスペースを保持しその下支えを図るために、給付対象や

内容の限定的な公的医療保障制度が求められる。医療提供の組織化に関する管理機構として

は、市場におけるサービス提供主体である篤志病院や顧問医・専門医、一般医のより自由な配

置や移動の保障が求められる。また、病院診療、一般医診療においては、篤志病院の存続やそ

れらの独立性の保持、予防や治療を担う公的サービスに対する侵食が求められる。更に、私費

診療においては、「医療市場」の根幹としてその存続・拡大が求められ、それを保障するために

医師に対する俸給制の導入が否定される7)。

以上のような研究の進展からみると、次節で改めて整理するように、ウェッブのナショナル・

ミニマム論に包含された医療制度改革構想を分析した先行研究においては、その中における「医

療市場」の位置付け、具体的にはいかなる論理構造において彼らが「医療市場」を導出したの

かという点については十分に明らかにされてこなかった。しかし、それは、ウェッブ研究その

ものの進展に加えて、ウェッブの医療制度改革構想のNHS成立過程における歴史的位置を規定

するためにも、本来欠かすことができない作業のはずである。そこで、本稿においては、上述

の彼らのナショナル・ミニマム論を前提として踏まえた上で、改めてそれに包含された彼らの

医療制度改革構想の分析を行い、そこから「医療市場」が導出される論理構造を明らかにした

い。また、ウェッブは、医療を「社会組織に関する総合的な影響」や「目的」といった観点と

結び付けて一体的に理解することを求めた8)。本稿が目的とする「医療市場」が導出される論

理構造に関する分析は、「医療市場」の導出の理由をウェッブ自身の一体的理解の中から明らか

にする作業である。

以上が、本稿の問題意識であるが、その具体的な分析方法については節を改めて、先行研究

との関係から概説しておきたい。

２ 先行研究の整理と分析方法

そもそもウェッブに関しては、後の本論からも感得できるように、その多岐にわたる著作の

中で医療制度に中心的に言及したものは数少なく、決して詳細な医療制度改革構想を提示した

わけではなかった。そのようなこともあってか、わずかな引用等をもってウェッブの医療制度

改革構想を評価したものこそあるが、改めて章を割いて一次資料からそれを分析した先行研究
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は数多くない。しかし、そのような希少な先行研究の中には、本稿が分析のキーワードに据え

た「医療市場」に関連する論点、特にその根幹である私費診療の評価に関して重要な論調の分

岐が見られる。

まず、先行研究の1つの潮流として、ウェッブが私費診療を否定的に捉えていたと評価するも

のが挙げられる。例えば、スティーブ・スタディー(Steve Sturdy)は、ウェッブは「普遍的」な

公的医療制度の構築を提起することによって、「私費診療の既存の市場の大部分を代替しよう

とした」と述べた9)。また、私費診療の評価に関わらず、ウェッブの医療制度改革構想の特徴を

あくまで「普遍的」と評価する先行研究もこちらの潮流に入れてもよいだろう。例えば、邦語

文献でほぼ唯一ウェッブの医療制度改革構想の分析に章を割いたものと言ってよい重森臣広の

論文は、私費診療の位置付けに関しては言及せず、新たな公的医療サービスをあくまで「普遍

的」であると評価した10)。

しかし、その一方で、ウェッブが決して私費診療の存在を否定したわけではなかったと評価

する論者もいる。例えば、フランク・ホニズボウム(Frank Honigsbaum)は、「私費診療の保持に

寄与する」ことをウェッブの医療制度改革構想の�つの特徴とした11)。ジョン・ステュワート

(John Stewart)は、ウェッブの医療制度改革構想は、私費診療を廃止する必要はないと考えただ

けでなく、「私費診療の医師にかかることができる者を奨励する」ものですらあったと指摘し、

上述のウェッブが私費診療を否定したと述べた論者とは真逆の評価をしている12)。

また、こちらの潮流の論者の場合、ウェッブの医療制度改革構想が、私費診療を行う医師に

対する譲歩という側面をもったことを強調する傾向にある。しかし、その一方で、それらは、

「医療市場」および私費診療の存続・拡大に対するウェッブの「自発性」、およびそれを導出す

る論理構造については、十分に明らかにしてこなかった。

そこで、以上のような先行研究の分岐および傾向を踏まえた上で、本稿では、ウェッブのナ

ショナル・ミニマム論に包含された医療制度改革構想の分析によって、そこから「医療市場」

が導出される論理構造を明らかにし、先行研究の当否を指摘したい。そして、そのためには、

新たな分析方法として、ウェッブの医療制度改革構想を予防と治療それぞれに分離して分析す

ることが重要となってくる。それによって初めて、予防に関する分析から彼らの医療制度改革

構想があくまでナショナル・ミニマム論に包含されることを裏付けるとともに、治療に関する

分析から彼らの改革構想における「医療市場」の位置付けをより明確にし、その結果、上述の

論理構造を正確に分析することができると考えられる。そこで、以下の本論では、便宜的に予

防を「医療市場」が導出される論理構造の第�段階、治療を第�段階として分析したい。

３ 予防：「医療市場」が導出される論理構造の第１段階

(1) 「新救貧法」医療救済の「解体」

本節では、ウェッブが提起した医療制度改革構想から「医療市場」が導出される論理構造の

第�段階として予防に関する分析を行うが、まずその前に必要な語句の説明を簡単に行ってお

きたい。上述のように彼らはナショナル・ミニマム論の一端として、新たな医療制度の構築を

求めたが、それは「公衆衛生に基づかなければならない」とした上で、再びPublic Health Service

と称した。しかし、彼らは、そのPublic Health Serviceに対して、「文字通り、それ自身全体的な

提供の措置に限定され、個々の患者の治療を行わない公衆衛生(Public Health)の領域の古い考
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え方は、もはや正確ではない」と指摘したように、予防を提供する公衆衛生に留まらず、個人

を対象にした病院診療等の治療サービスを含むものと考えた13)。そこで、本稿のPublic Health

Serviceの訳は、従来の予防・公衆衛生に留まらない治療を含む包括性をもつということで「公

的保健サービス」と訳すことにする。また、それは、本稿が言うところの「医療」と同義であ

る。

そして、ウェッブがそのような公的保健サービスによる「解体」の対象としたのは、当時、

疾病貧民(the sick poor)に対する治療を主に担う基礎的な公的サービスとして、彼らを選別・劣

等的に処遇する「新救貧法」医療救済であり、それがその抑制的な性格ゆえに抱えこんだ問題

であった。その中で特にウェッブが懸念したのは、「新救貧法」医療救済が構造的にもたらす問

題であった。つまり、選別・劣等的な処遇に由来する抑制的な性格ゆえに、疾病貧民が被救済

貧民(pauper)に陥って初めて救済を受ける「新救貧法」の下では、医療救済も「生計を得られな

いほどに疾病が進行した、そして疾病によって金銭的な貧困に陥った人びとに不可避的に限定

される」こととなった。その間、「予防可能な疾病は起こるままにされ、患者が貧困の丘をゆっ

くりと転がり落ちている間、疾病が徐々に進行し悪化するのを傍観しなければならなかっ

た」14)。

また、ウェッブによると、そのような抑制的な性格とは逆に「新救貧法」医療救済の水準が

仮に向上し、被救済貧民に人道的な処置が施されたとしても、それは問題の本質的な解決には

至らなかった。｢(救済に際して示さなければならない−筆者)医療令(Medical Order)の保持者

は、単に病気のふりをするかもしれないし、困窮を装うかもしれない。彼は、自身の疾病や獲

得する医療令に関して何の責任ももたない。それを示すかどうか、薬を飲むのか捨てるのかは

彼の選択次第である。医師の指示に従うのも、不潔で自堕落を保つのも彼の望むままであ

る｣15)。そのようにして救済水準の向上は、人びとに｢『困窮』になろうとする、もしくは困窮を

装う誘惑」を与え、その上「困窮」の期間にのみ救済を提供する「新救貧法」医療救済は、当

然救済期間以外の患者には「道徳的圧力もしくは懲罰的監視」を加え得なかった。そのような

「新救貧法」医療救済の水準の向上は、「個人の品行や誠実さを破壊する要素を構築し、実質的

には放縦や愚かさ、疾病を助長する」と考えた16)。

結果として、以上のような抑止もしくは改良いずれの方法を採用しても「悪質なジレンマ」

をもたらすと考えた「新救貧法」医療救済に対して17)、ウェッブが代替に提起したのは予防を

基底に据えた公的保健サービスであった。

(2) ナショナル・ミニマム論との関係と「医療市場」の提起

上述のように、ウェッブは、ナショナル・ミニマム論の一端として予防と治療の提供を含む

新たな公的保健サービスの構築を提起した。そこで看過してはならないのは、彼らが、その新

たな公的保健サービスの最大の特徴は「予防は治療より優れている」18)、｢疾病に由来する貧困

を妨げる最も明白で最も効果的な方法は、疾病自身を予防することである」と指摘した上で19)、

｢治療｣は「予防されない」場合に「可能な限り最も早い段階」で提供するものとして20)、あく

まで疾病の予防を基底に置いたことにあった。具体的な予防措置としては、例えば物質的な環

境の衛生的改善、疾病の早期段階での発見、巡回保健やアフターケアの徹底、母親学校やミル

ク診療所、学校医療検査、強制隔離、戸別検診と居宅看護等を提起した21)。

そもそもウェッブにとって「人間」とは、「自発的に衛生的な生活になることはない」生き物
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であった22)。そして、ウェッブは、予防に関する諸措置を通じて、「新救貧法」医療救済では達

成しえないそのような「人間」の道徳的陶冶を図ることの重要性を指摘した。それによって「肉

体的放縦を抑制させ、・・・すべての人びとの自活する願望や能力を積極的に増大させ」、「健康

だけではなく、我らが人種の特性の改善」を達成し、「対象とされる男女を強く高尚にする」こ

とを制度改革の目的に掲げた23)。

また彼らは、「新救貧法」医療救済の終局的な問題点を「人口に対する深刻なダメージという

結果と全体として社会に生産力の不必要な損失をもたらす」ことと考えた24)。その中でも、特

にウェッブは、「総人口の半分を占め、次世代の生産力が彼らの健康に依存する若年層、学童、

幼児の間に存在する発見も処置も観察もされない初期疾病の膨大な量」に危惧を示した25)。

ウェッブが本項で述べたような予防の徹底による「最高に重要な『道徳的因子(moral factor)』」

を付随した公的保健サービスの確立、および若年層以下を含む人びとの道徳的陶冶を伴う健康

の達成を通じて図ったのは26)、労働市場からの脱落が少なく健康水準の高い労働力の投入を可

能にするという意味で「効率的」な生産力、経済社会の持続的発展という「目的」の達成であっ

たと言える。その意味で、予防に関する彼らの指摘は、上述のようにあくまで彼らの医療制度

改革構想がナショナル・ミニマム論の一端であるという自らの言及を実質的に裏付ける。

また、冒頭でウェッブのナショナル・ミニマム論が予防を通じたナショナル・ミニマムの縮

小を提起したことを指摘した。医療制度改革構想においても、確かにウェッブは予防を通じた

健康水準の向上、および労働市場への復帰によって治療に関するナショナル・ミニマムの縮小

を図ったものと推測できるが、その点については明確に指摘されてはいない。しかし、その一

方で彼らは、予防措置の徹底による「健康の基準の向上は、・・・私費診療を増大させる」と述

べた27)。そのような言及は、私費診療に関わる医師という圧力集団を刺激しないためであった

とも思われるが、まず予防においても「医療市場」の拡大が提起されていたことは看過しては

ならない。

以上のような点から、ナショナル・ミニマム論に包含された彼らの医療制度改革構想におい

て、予防は「医療市場」が導出される論理構造の第�段階として位置付けられる。その上で、

ウェッブは、上述のような「目的」を達成するために、二義的ではあるが治療の重要性を指摘

した。しかし、ウェッブの「社会にとって、それなしで人びとが生きなければならないことに

比べて、治療なしで人びとが死ぬことは重要ではない」という表現からも感得できるように28)、

ウェッブは｢効率｣をキーワードに掲げる上で、治療に関するナショナル・ミニマムに投入され

る資源の量も問題視していたと考えられる。そこで、以下では、彼らがいかにして治療に関す

るナショナル・ミニマムを縮小しようと考えたのかについて、「医療市場」との関係から明らか

にしたい。

４ 治療：「医療市場」が導出される論理構造の第２段階

前節まででウェッブのナショナル・ミニマム論に包含された彼らの医療制度改革構想におい

て、予防がその基底に置かれ、それによって彼らが「医療市場」の拡大を図ったことを明らか

にした。上述のようにウェッブは治療に関してもナショナル・ミニマム論の範疇からそれを想

起したわけだが、本節では、彼らの具体的な治療に関する改革構想の分析から、「医療市場」が

導出される論理構造の第�段階について考察したい。
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まず、ウェッブの治療に関する基本的な考え方は、「公的保健サービスによる個々の患者の治

療」は、「単に個人の苦悩を救済するという願望からではなく、社会の善(good)のために行われ

る」という言葉に集約された。当然治療においても、諸機関を通じて「道徳的説得もしくは懲

罰的監視」を加えることの重要性を示唆した29)。それによって、「彼自身の治療において協力

することを社会に対する何らかの義務と感じること、もしくは彼の不健康を導いた悪習慣を捨

て去ることをある種の強制と感じること」を希求した30)。まずは、そのように治療においても

前節で述べたような道徳的陶冶が図られたと言える。

しかし、更に治療に関しては、新たにナショナル・ミニマムの縮小を達成するための仕組み

が制度として組み込まれた。結論を急げば、「医療市場」はそれを達成するために必然的かつ「自

発的」に彼らの医療制度改革構想の中から導出、および包含されることとなった。以下では、

その論理構造を財源と対象に関する分析から明らかにするとともに、それを補完するために

ウェッブの社会保険に対する評価を行い、具体的な医療制度改革構想の内容に関して、管理機

構、病院診療、一般医診療、私費診療といったカテゴリーごとに分析したい。

(1) 「医療市場」の導出：税財源と対象に関する分析から

まず、彼らは新たな公的保健サービスが「道徳的圧力もしくは懲罰的監視」を伴う税財源で

賄われる必要性を提起した。それは地方税に、「社会全体が固執しなければならない文明に関

するすべての要素のナショナル・ミニマム｣を保障し、医療に関しては「公衆衛生の保持と病人

や衰弱した者の治療に関する・・・すべての支出に利用可能」な国庫補助(Grant in Aid)を加えた

ものを財源とした31)。

しかし、治療に関しては、税によるサービス提供がすべて無料を求めると考えることは「誤

り」であると指摘し、すべての疾病もしくは特定のものを除いた疾病に対して｢特別課金(Special

Assessments)」と家族人数ごとの支払能力に応じた負担額を決定し、公的扶助登録官 (Registrar

of Public Assistance)が指揮する地方自治体機関による回収を提起した。そこでは、基準収入額

以下の者には負担が課せられない一方、基準収入額以上の者からは強制的に支払いが回収され

るとした。その上で、「請求と回収に関する仕組みの主要な目的」は、その「財政」に加え、「社

会全体の利益において、公的保健当局(Public Health Department)の医療サービスを、公的支出に

よって治療が提供されなければならない人口の一部に限定すること」とした32)。

そして、それを達成するために、ウェッブは、「『新救貧法』のすべての院外医療サービスは、

貧者に独自の医師を選択させる公的補助金システムによって取って代えられるべきであるとい

う要求は、誰も支持する保証はない。何らかのそのようなシステムは、私費診療を行う医師の

活動や報酬への最も深刻な侵入を導くだけでなく、医薬外品(medical extras)や一般的な治療薬

に関する公的資金の多大な支出をもたらすだろう」と述べ、全般的な私費診療の廃止と新たな

公的サービスにおける医師の自由選択を否定し、存続する私費診療との区別を明確にした33)。

公的サービスにおける無料の限界は、週給15−21シリング以下もしくは34)、「私費診療の医師

の費用をまったく支払うことができない階級のみに認められるように、無料の限界は大人一人

当たり週給約�シリングくらいであろう」として極めて限定的な範囲に留めた35)。それを超え

る者に対する実質的な負担額は、「彼ら自身の医師を選択することを促すようなレート」の設

定36)、および｢最低限でも私費診療の料金を支払えるすべての人びとに少なくとも私費診療を

行う医師のそれと同額の支払い」を求めた37)。結果として、そのような自己負担と医師の自由
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選択の否定によって、公的サービスは無料対象以外の者に対しては「何の魅力もない」ものと

なり、私費診療への誘引が図られた38)。

以上のように、治療に関する新たな公的サービスの実質的な対象は、文字通り「医療市場」

に参加しえない疾病貧民に限定された。「上層」である篤志病院や各医師の私費診療の存続を

保障しその価値を高めるために、私費診療と同程度の自己負担を伴う「下層」の公的サービス

における医師の自由選択を否定し両者の区別を存続させ、私費診療への流入を促進することに

よって公的サービスそのものの縮小を図った。公的サービスの普遍性の否定、および階層的な

制度の構築が示唆され、公的治療サービスは新たなスティグマを生み出しかねないものとなっ

た。「医療市場」との関連で言えば、ウェッブはむしろその拡大が望ましいと考えていたと言え

る。その背景には、無料の公的治療サービスの普遍化が人びとの道徳的堕落を促進し、行政「効

率化」を阻害し、ひいては「効率的」な経済社会の発展を否定するという危機感があったと考

えられる。そして、それを予防し、公的治療サービスを縮小するために、人びとの道徳的陶冶

を伴う健康の達成と「医療市場」の拡大を提起した予防サービスを下敷きとした上で、自己負

担と医師の自由選択の否定を利用して「医療市場」の拡大を図った。その論理構造として、医

療制度改革構想がナショナル・ミニマム論の一端であるがゆえに、ウェッブは治療に関するナ

ショナル・ミニマムの縮小を達成するために「医療市場」を必然的に導出および利用し、その

拡大をあくまで「自発的」に認めたと言える。

確かに、自己負担の「強制」および私費診療への誘導は、先行研究が指摘し、ウェッブ自身

も述べたように「私費診療を行う医師を保護するための効果的な手段」でもあった39)。しかし、

繰り返しとなるが、それはウェッブのナショナル・ミニマム論に包含された医療制度改革構想

において、あくまで「自発的」に導出されるものでもあったことは看過してはならない。

以上、ウェッブのナショナル・ミニマム論に包含された医療制度改革構想を分析し、それが

「医療市場」を導出する論理構造を明らかにしてきた。以下では、それを踏まえ、また補完する

意味でも彼らの社会保険に対する評価、および具体的な医療提供制度の内容について分析した

い。特に後者の分析においては、彼らの医療制度改革構想における「医療市場」に対する規制

という側面を見出すことになる。

(2) 社会保険に対する評価

上述のように、ウェッブは新たな公的保健サービスの財源として税財源を基本的に推奨した。

当初、ウェッブは、具体的な改革構想の基本的な財源には、「社会から個人へのどんな補助金も

より良い品行に関する条件をもつべきであり、どのような保険計画も国家がその現金の代わり

に何も得ないという重大な欠陥をもつ」と考え、「人びとが品行に関わらず受給の権利をもつと

感じる」社会保険を否定した40)。ウェッブにとっては、「疾病や失業の期間に現金給付が自動

的に分配され、パネルシステムの下で医師の選択の自由が与えられる強制保険は、疾病もしく

は失業の発生を予防しないし、できないだろう。実際に、病人や失業者が回復したり健康な状

態を維持する、もしくは職を探したり保持するという何らかの相応の義務なしで現金収入の権

利が与えられるという事実は、我々には、仮病や生活のために働くのを嫌がることを助長しが

ちであるように思われた」41)。そういった意味で、彼らは、「新救貧法」と同様に、「保険は予

防しない」という「根本的な欠点」を抱えた上に、「非常に慎重に防止しない限り、それが備え

ると主張する害悪を増加させる」というジレンマを抱えると理解していた42)。そして、新たな
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公的保健サービスは、社会保険ではなく、税財源に基づく予防を基底に据えた「公的保健の大

再編に導くこと」を提起した43)。

しかし、一方で、ウェッブは確かに基本的に税財源による医療制度の構築が望ましいと考え

たが、社会保険の導入を基調とする当時の議論動向の中で、社会保険方式に対する評価を迫ら

れることとなった。そして、彼らは、社会保険を採用する場合には、公的支出の削減のために、

全国民を対象とした普遍的・強制的な社会保険を否定的に捉え、あくまで自発的な任意保険に

国庫負担を付加した「ゲント方式」を念頭に置いていた44)。

また、彼らは、それだけに留まらず、現実の強制的「国民健康保険」制度の存在を無視でき

ずその改革も視野に入れていた。それは、「予防の線に沿った効果的な治療が本当にすべての

ケースで行われるならば、保険それ自身のみでは効果はないが、そのような強制医療給付保険

は我々が推奨する疾病予防キャンペーンと完全に整合する」と述べたように、予防とワンセッ

トの提供が条件であった45)。その上で、被保険者としての対象を「すべての熟練工と下層中間

階級」より下層の労働者とした上で、同様の対象をもつ現行制度の被保険者の所得上限を更に

切り下げ、彼らの「自立」を図った46)。また、｢国民健康保険｣制度下では認められていた医師

の自由選択を否定した47)。

前項で述べたように、ウェッブは公的治療サービスの無料の上限を週給�シリング程度に設

定したが、それは当時の「国民健康保険」制度の平均的負担を行えず、減免が認められる被保

険者の範疇とほぼ同一であった。つまり、ウェッブは、上述の税財源の場合に比べて、更にほ

とんどすべての被保険者にも保険料負担を課すことによって財源面からの公的負担削減を図る

一方で、平均的な保険料負担を行う被保険者の医師の自由選択を否定することによって、実質

的に彼らの私費診療への流出の意欲を高めたと言える。結局ウェッブは、「公的保健計画にお

いては保険の拠出サイドは受容する」と述べたように48)、社会保険であろうとなかろうと新た

な公的保健サービスにおいては、治療に関するナショナル・ミニマムの縮小を図るために、自

己負担と医師の自由選択の否定を利用し、「医療市場」の拡大を図ったと言える。

次項では、以上のようなウェッブの財源論に基づいた具体的な医療提供制度に関する改革構

想について分析したい。なお彼らが提起した社会保険財源の場合、一般医診療のみを提供する

社会保険とそれ以外の公的治療サービスとの関係性は十分に言及されず、並列が想起されるに

留まった。以下の提供制度改革については、あくまでウェッブが最善と考えた税財源に基づく

ものである。

(3) 医療提供制度に関する改革構想の内容

まず、医療提供に関して、ウェッブが「病人の公的な処遇に関して求めたものは、・・・何よ

りも管理の統一」であった49)。医療提供の組織化に関する管理機構としては、例えば中央にお

いて地方行政庁(Local Government Board)の救貧法部門(Poor Law Division)ではなく公的保健当

局の設置が提起され、その監督下で終局的には市民が決定を担うという意味で民主的な地方自

治体の公的保健委員会(Public Health Committees)が組織化の任を担うとした。そのような管理

機構の下で、ワークハウスから「新救貧法」病院・診療所、院外救済といったすべての「新救

貧法」医療救済が移行され、予防と治療サービスが統合的に提供されることとなった50)。また、

病院診療に関しては、例えばロンドンにおいては地方自治体機関として中央病院局(Central

Hospital Board)の設置、他の地方ではカウンティ議会の病院委員会(Asylum Committee)への同
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様の権限の委譲などによって、公的病院の管理やすべての篤志病院の会計検査や監督を図るこ

とを提起した51)。なお、管理機構における医師の位置付けに関しては、中央・地方管理機構に

おいては、政府の行為に関与する能力はもたないが議会に対して医療に関する調査や報告を提

出する法定の諮問委員会(Advisory Committee)等を通じた参加を認め、地方管理機構において

は更に直接代表者の選出を認めた52)。

そのような管理機構の下での医療提供として、病院診療に関しては、「病人に対する治療は、

ますます集団的提供(collective provision)の問題にならなければならない」と評したように53)、

それを財源や人員の共同性などから体現し、世紀転換期の医療提供においてそのプレゼンスを

大きく拡大した病院診療を重要視した。そして、ウェッブは、「新救貧法」下にある病院や既存

の施設の地方自治体への移管・増強を求めたが、あくまでそれは私費診療を行う篤志病院の｢補

完｣であった54)。確かにロンドンに限って言えば、「最終的には、われわれはすべての『私的な

冒険的事業(篤志病院等を指す−筆者)』の公的施設による代替を主張しなければならない」と

指摘したこともあった55)。しかし、そのような見解は最終的には彼らの主張と相容れることは

なく、公的サービスから篤志病院への移管すら図られる場合があると述べるに至った56)。

また、一般医診療に関しては、「居宅における適切な治療が不可能」ではない場合、「患者が

断続的に仮病を使ったり、もしくは支持された養生法に従うことを拒否」しない場合、「患者が

他人にとって危険の源」ではない場合に、居宅診療の提供が認められた57)。そして、院外救済

の公的サービスへの移管、居宅診療の提供を図った58)。しかし、そこでも「公費による無料治

療の必要以上の拡大」を避け、公的サービスにおける一般医診療の限定が求められた59)。当然

そこには、私費診療の保持という意図があったと考えられる。

その上で、「医療市場」の根幹となる私費診療については、上述のようにその拡大が図られた。

確かに、地方自治体で活動する衛生職員や医師の一部などに対しては、フルタイム俸給制が採

られるとしたこともあった60)。しかし、それは、医師が私費診療を継続できるようにパートタ

イム俸給制に留め61)、臨床に関するフルタイム俸給制の導入は私費診療の継続を保証するため

に繰り返し否定した62)。もちろんそこには医師の抵抗も大きく起因していたが63)、これまで

述べてきたような彼らの医療制度改革構想を貫く論理構造からみれば、ウェッブが私費診療を

否定する可能性は根本的になかったと言ってよい。

ここで、彼らの医療提供制度に関する改革構想を「医療市場」との関係から評価するならば、

国庫補助によるナショナル・ミニマム保障を下敷きとした地方税財源に基づく医療制度の構築、

予防・治療の統合的な医療提供の組織化を行う管理機構に民主的な地方自治体を選んだこと、

篤志病院診療に対する若干の統制と公立病院の拡大の示唆、公的一般医診療の提起、私費診療

に関する俸給制の一部導入の言及によって「医療市場」に対する一部規制を伴う公的サービス

の構築を提起したと言える。しかし、その一方で、あくまで「医療市場」の拡大を図る立場か

ら、篤志病院や各医師の私費診療の存続・拡大やフルタイム俸給制の否定を提起した。

おわりに

最後にこれまでの分析をまとめておわりとしたい。本稿は、ウェッブ夫妻のナショナル・ミ

ニマム論に包含された彼らの医療制度改革構想を分析し、それが「医療市場」を導出する論理

構造を明らかにすることを目的とした。そして、彼らの医療制度改革構想を治療と予防の両側
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面から分析することによって、その目的を達成するとともに、ウェッブの「医療市場」および

私費診療に対する評価に関する先行研究の当否を明らかにすることを試みた。

まず、ウェッブは、そのナショナル・ミニマム論の一端に医療制度改革構想を位置付け、「新

救貧法」医療救済に代わって新たな公的保健サービスの構築を提起した。そして、その基底に

は予防を位置付けた。また、予防を徹底することによって、若年層以下を含む社会に生きる者

の道徳的陶冶を伴う健康を確保し、「効率的」な生産力、経済社会の持続的な発展を達成するこ

とがウェッブの問題意識であった。さらに、そこでは、予防を通じた「医療市場」の拡大が図

られた。

その上で、治療サービスに関しては、国庫補助によるナショナル・ミニマム保障を下敷きと

した地方税財源に基づく医療制度の構築、予防・治療の統合的な医療提供の組織化を行う管理

機構に民主的な地方自治体を選んだこと、篤志病院診療に対する若干の統制と公立病院の拡大

の示唆、公的一般医診療の提起、私費診療に関する俸給制の一部導入の言及によって「医療市

場」に対する一部規制を伴う公的サービスの構築を提起した。

しかし、彼らは、あくまで篤志病院や各医師の私費診療の存続を保障し、自己負担を伴う公

的サービスのみにおける医師の自由選択を否定することによって私費診療の価値を高め、公的

サービスそのものの縮小を図った。そして、実質的には、公的サービスの普遍性の否定、およ

び階層的な制度の構築を提起した。「医療市場」との関連で言えば、ウェッブはむしろその拡大

が望ましいと考えていたと言える。その背景には、無料の公的治療サービスの普遍化が人びと

の道徳的堕落を促進し、行政「効率化」を阻害し、ひいては「効率的」な経済社会の発展を否

定するという危機感があったと考えられる。それを「予防」し、公的治療サービスを縮小する

ために、人びとの道徳的陶冶を伴う健康の達成と「医療市場」の拡大を提起した予防サービス

を下敷きとした上で、自己負担と医師の自由選択の否定を利用して「医療市場」の拡大に図っ

た。その論理構造として、医療制度改革構想がナショナル・ミニマム論の一端であるがゆえに、

ウェッブは治療に関するナショナル・ミニマムの縮小を達成するために「医療市場」を必然的

に導出および利用し、その拡大をあくまで「自発的」に認めたと言える。

以上のようなウェッブのナショナル・ミニマム論に包含された彼らの医療制度改革構想が「医

療市場」を導出する論理構造から先行研究を評価すれば、まず彼らの医療制度改革構想が私費

診療を否定したと指摘したり、治療の独自性を無視してあくまでその「普遍性」を指摘するこ

とは誤りである。ウェッブが、「公共の利益において、求められるものは、現在それを欠いてい

る人びとに治療や生活費を単に保障することである。何らかの普遍的な計画が伴うものは、そ

れを必要としない膨大な他の者に対する同様の恩恵である」と指摘し、公的治療サービスにお

ける普遍性を否定していたことを看過してはならない64)。

一方、本稿では、逆にウェッブが私費診療の存続・拡大を図ったことを指摘した先行研究の

正当性を明らかにするとともに、その論理構造の欠損という限界を補った。確かに、ウェッブ

の医療制度改革構想は、私費診療を行う医師に対する譲歩という側面をもっていた。しかし、

それらの先行研究は「医療市場」および私費診療の存続・拡大に対するウェッブの「自発性」

およびそれを導出する論理構造については、十分に明らかにしてこなかった。本稿では、その

論理構造として、医療制度改革構想がナショナル・ミニマム論の一端であるがゆえに、治療に

関するナショナル・ミニマムの縮小を達成するために「医療市場」があくまで「自発的」に導

出されるものでもあったことを明らかにした。
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冒頭で述べたように、NHSの成立過程における革新的主体によるright to health思想は、現実

的土台としての「医療市場」に対する規制を希求し、思想的土台としてのウェッブの医療制度

改革構想に対する止揚を図るものであった。本稿で明らかにされたウェッブの「医療市場」を

導出する論理構造を踏まえ、それが「医療市場」に対する規制という側面の発展によって、い

かなる過程で止揚されていったのかを更に詳細に探ることが以降の筆者の課題となる。

(2013年�月25日受理）
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